
災害救助法適用地域に該当する受験生の方へ 

 

本学では、災害救助法適用地域に受験生本人、または学費支弁者が居住し被災された場合、特別

措置として以下の対応を行っています。 

 

 

１．入学検定料の免除 

 

（１） 検定料支払い済み・入学出願書類提出済みの方 

別紙「検定料免除申請書」、「罹災・被災証明書※1」「戸籍抄本※1」と、「振込先口座の通帳の写

し（金融機関名・支店名・預貯金種目・口座番号・口座名義(フリガナ)がわかる部分）」を、本学

入学広報課までご提出いただき、確認でき次第ご返金いたします。 

 

（２）検定料支払い済み・入学出願書類未提出の方 

入学出願書類と、上記（１）同様に「検定料免除申請書」「罹災・被災証明書※1」「戸籍抄本※1」

「振込先口座の通帳の写し」を同封し、出願締切日までにご提出いただき、確認でき次第ご返金

いたします。 

 

（３）これから出願手続きをされる方 

① 本学「入学者選抜要項 2024」の 19 ページに記載（別紙参照）のインターネット出願手続きに 

おいて、「❻インターネット出願登録完了」まで入力いただき、本学入学広報課までご連絡くだ 

さい（TEL.058-278-0727）。なお、手続き上の「検定料のお支払い方法」では「コンビニ」を指 

定して入力ください。 

② 本学にて入力内容を確認し、「❼検定料の支払い」手続きをいたします。 

③ その後、受験生様で「❽申込確認・申込一覧」以降の手続きを行っていただき、入学出願書類 

に「検定料免除申請書」「罹災・被災証明書※1」「戸籍抄本※1」を同封の上ご提出ください。 

 

 

２．入学金の免除 

入学手続Ⅰ締切日までに、「入学金免除申請書」と「罹災・被災証明書※1」「戸籍抄本※1」をご提出

ください。出願時に「罹災・被災証明書」「戸籍抄本」をご提出いただいた場合は不要です。 

 

 

※1「罹災・被災証明書」「戸籍抄本」の取得が期日までに難しい場合は、取得でき次第のご提出 

で構いません。なお、ご提出いただけない場合、取得ができない場合は、検定料・入学金をお支 

払いただく場合がありますのでご了承ください。 



【提出書類】 

１．入学検定料の免除 

  ①入学出願書類一式     

  ②入学検定料免除申請書（様式 1） 

  ③振込先口座の写し 

   ※検定料振込済みの方 

  ④罹災・被災証明書 

  ⑤戸籍抄本 

 

２．入学金の免除 

  ①入学金免除申請書（様式 2）      入学手続Ⅰ締切日まで 

  ②罹災・被災証明書 

  ③戸籍抄本 

 

 

【一般選抜出願締切日／入学手続Ⅰ締切日】 

試験日程 出願締切日 提出締切日 入学手続Ⅰ締切日 

A 日程(2/1・2) 1 月 17 日(火) 1 月 18 日(水)必着 2 月 13 日(火) 

B 日程(2/8～10) 1 月 22 日(月) 1 月 23 日(火)必着 2 月 28 日(水) 

C 日程(3/5) 2 月 27 日(火) 2 月 28 日(水)必着 3 月 15 日(金) 

 

 

■問い合わせ先 

 岐阜聖徳学園大学 入学広報課 

 〒500-8288 岐阜市中鶉 1-38 

 [TEL]058-278-0727（平日 9:00～17:30／土曜日 9:00～12:40） 

[Mail]nyugaku@shotoku.ac.jp 

上記出願書類同封、もしくは後日 

取得次第 

取得次第（上記１で提出済みの場合は不要） 

出願書類提出締切日まで 
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